
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■上記のほか、詳細な補助要件があります。補助を希望される場合には、個別に補助要件の

事前確認を行いますので、必ず補助申請の前に下記窓口までご連絡の上、建築物の図面、

現況写真等をお持ちになり、市役所２階環境課までお越しください。 

■国と県の補助金を活用しますので、それらの状況により補助を活用できない場合、希望す

る時期に補助を活用できない場合等があります。 

注意事項 

諏訪市 環境課 環境保全係 
電話 ：0266-52-4141（内線 214、215） FAX：0266-57-0660 
E ﾒｰﾙ：kankyou@city.suwa.lg.jp 

担当窓口 

■建築物の壁、柱、天井などに吹付けられたアスベスト等の飛散による市民の健康被害を 

防止することを目的にしています。 

目 的 

■補助金の内容、対象要件等の概要は次のとおりです。 
 

項目 含有調査事業補助金 飛散防止対策事業補助金 

対象建築物 ■対象建材（※1）が使用されている市

内の建築物 
（※1）対象建材・・・吹付け建材のうち、

吹付けアスベスト、アスベスト含

有吹付けロックウール、吹付けバ

ーミキュライト及び吹付けパーラ

イト等のアスベスト含有の恐れが

あるもの 

■多数の者が利用する市内の建築物

で、多数の者が共同で利用する部分

に露出している吹付けアスベスト等

（※2）があるもの 
（※2）吹付けアスベスト等・・・吹付けア

スベスト又は吹付けロックウール 

（含有する石綿の重量が吹付けロッ

クウールの重量の 0.1％を超えるも

のに限る。） 

対象者 ■対象建築物の所有者、管理者又は占

有者 

■対象建築物の所有者、管理者又は占

有者で、市税の滞納がない者 

対象経費 ■対象建築物の対象建材のアスベス

ト含有に関する定性分析及び定量分

析に要する経費 

■対象建築物の多数の者が共同で利用

する部分に露出している吹付けアス

ベスト等の除去工事及び処分の費

用。ただし、対象建築物の解体に伴

う場合は除く。 

補助額 ■予算の範囲内で、対象経費の

10/10 以内の額。ただし、上限は

25 万円。 

■予算の範囲内で、補助対象経費（上

限は除去面積 1 ㎡当たり 33,000

円）の 3 分の 2 以内の額。ただし、

1 事業所の補助金の合計額の上限は

8,000,000 円。 

補助の流れ ■裏面の「全体の流れ図」のとおりです。 

 

内容等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国・県 諏訪市
建築物の所有者等
（補助希望者）

含有調査機関又は
飛散防止対策
工事等実施業者

受理・審査
③国・県補助金交付申請
書提出等

④国・県補助金
交付決定、通知

受領

連絡 連絡受け

受理・審査
⑤補助金交付申請書

提出

⑥市補助金
交付決定、通知

受領

⑦契約 ⑦契約

受理
⑧竣工又は納品、

請求

⑨支払 受領

受領 ⑩領収書発行

受理・審査
⑪実績報告書

提出

　　⑫補助金支払
■3月末日までに要支払

受領

受理・審査
⑬実績報告書

提出

⑭補助金支払 受領

諏訪市アスベスト関連補助金　全体の流れ図

■事業完了日から30日以内又は事業実施年度の2月末
のいずれか早い日までに提出が必要です。

①事前相談

■補助要件を満たしているかの確認のため、必ず事前相談をお願いします。
■事前相談には、建築物の図面（配置図、平面図等）、現状写真（含有調査事業補
助金は吹付け建材や周囲の状況、飛散防止対策事業補助金は吹付けアスベストや周
囲の状況等を写したもの）をお持ちください。
■補助希望者から関係機関に必要事項を確認していただく場合もあります。
■補助要件を満たしている案件のみ②に進みます。

②国・県・市予算調整

■市補助金交付決定日の前に契約、着工した場合は補
助の対象外になりますので、ご注意ください。

■調整が整った場合のみ③以降に進みます。
■調整が整わない場合には、希望時期に補助を活用で
きない場合や、補助を活用できない場合があります。

■②から⑥に約２ヶ月以上要
する場合がありますので、調査
や工事の期間、実績報告書の
提出期限（事業完了日から30
日以内又は事業実施年度の2
月末のいずれか早い日）を勘
案して、早めの事前相談をお
願いします。


